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3月の税務と労務3月 （弥生）MARCH

20日・春分の日 国　税／�令和7年分所得税等の確定
申告� 2月16日〜3月16日

国　税／�個人の青色申告の承認申請
� 3月16日

国　税／�贈与税の申告�
� 2月1日〜3月16日

国　税／�2月分源泉所得税の納付�
� 3月10日

国　税／�個人事業者の令和7年分消
費税等の確定申告� 3月31日

国　税／�1月決算法人の確定申告�
（法人税・消費税等）�3月31日

国　税／�7月決算法人の中間申告�
� 3月31日

国　税／�4月、7月、10月決算法人の消
費税等の中間申告�
（年3回の場合）� 3月31日

地方税／�個人の都道府県民税、市区
町村民税、事業税（事業所
税）の申告� 3月16日

　スマホ申告でマイナンバーカードを利用する際は、電子証明書
の有効期限にご注意ください。マイナンバーカードの有効期限は
発行から10回目の誕生日（18歳以上の場合）までですが、電子証
明書は5回目の誕生日までです。電子証明書の有効期限は券面の
記載またはマイナポータルで確認することができます。

電子証明書の有効期限



3 月号─2

　

法
人
や
事
業
所
得
・
不
動
産
所
得

を
有
す
る
個
人
が
所
有
す
る
固
定
資

産
に
つ
い
て
、
修
理
、
改
良
等
の
た

め
に
支
出
し
た
金
額
（
以
下
「
修
理

改
良
等
支
出
」）
が
あ
る
場
合
、
そ

の
固
定
資
産
の
価
値
を
高
め
、
又
は

そ
の
耐
久
性
を
増
す
と
認
め
ら
れ
る

部
分
に
対
応
す
る
金
額
が
「
資
本
的

支
出
」と
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、修
理
改
良
等
支
出
の
う
ち
、

そ
の
固
定
資
産
の
通
常
の
維
持
管
理

の
た
め
、
又
は
き
損
し
た
固
定
資
産

に
つ
き
そ
の
原
状
を
回
復
す
る
た
め

に
要
し
た
と
認
め
ら
れ
る
部
分
の
金

額
が
「
修
繕
費
」
と
さ
れ
ま
す
。
こ

の
区
分
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、

実
務
上
は
個
々
の
事
例
や
状
況
に
応

じ
た
判
断
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

１　

基
本
的
考
え
方

　

資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
区
分
及

び
そ
の
処
理
方
法
に
係
る
基
本
的
考

え
方
は【
下
図
】の
と
お
り
で
す
。

２　

資
本
的
支
出
の
例
示

　

修
理
改
良
等
支
出
の
う
ち
、
次
の

よ
う
な
費
用
の
額
は
、
原
則
と
し
て

資
本
的
支
出
と
さ
れ
ま
す
。

⑴　

建
物
の
避
難
階
段
の
取
付
等
、

物
理
的
に
付
加
し
た
部
分
に
係
る

費
用
の
額

⑵　

用
途
変
更
の
た
め
の
模
様
替
え

等
、
改
造
又
は
改
装
に
直
接
要
し

た
費
用
の
額

⑶　

機
械
の
部
分
品
を
特
に
品
質
の

高
い
も
の
に
取
り
替
え
た
場
合
の

そ
の
取
替
え
に
要
し
た
費
用
の
額

の
う
ち
、
通
常
の
取
替
え
に
要
す

る
と
認
め
ら
れ
る
費
用
の
額
を
超

え
る
部
分
の
金
額

３　

修
繕
費
の
例
示

　

修
理
改
良
等
支
出
の
う
ち
、
次
の

よ
う
な
費
用
の
額
は
修
繕
費
と
さ
れ

ま
す
。

⑴　

建
物
の
移
え
い
又
は
解
体
移
築

（
旧
資
材
の
70
％
以
上
を
再
利
用

し
、
移
築
後
の
建
物
と
以
前
の
建

物
と
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
も

の
に
限
る
）に
要
し
た
費
用
の
額

⑵　

機
械
装
置
の
移
設
に
要
し
た
費

用
の
額
（
集
中
生
産
を
行
う
た
め

の
移
設
等
を
除
く
）

⑶　

地
盤
沈
下
し
た
土
地
を
沈
下
前

の
状
態
に
回
復
す
る
た
め
に
行
う

地
盛
り
に
要
し
た
費
用
の
額

⑷　

現
に
使
用
し
て
い
る
土
地
の
水

資
本
的
支
出

資
本
的
支
出
とと
修
繕
費

修
繕
費

　

固
定
資
産
の
修
理
・
改
良
の
た
め
に
支
出
し
た
金
額
は
、

　

固
定
資
産
の
修
理
・
改
良
の
た
め
に
支
出
し
た
金
額
は
、

資
産
計
上
さ
れ
減
価
償
却
に
よ
り
複
数
年
度
の
損
金
に
計
上

資
産
計
上
さ
れ
減
価
償
却
に
よ
り
複
数
年
度
の
損
金
に
計
上

さ
れ
る
「
資
本
的
支
出
」
と
、
支
出
し
た
そ
の
事
業
年
度
に

さ
れ
る
「
資
本
的
支
出
」
と
、
支
出
し
た
そ
の
事
業
年
度
に

一
時
に
損
金
に
計
上
さ
れ
る「
修
繕
費
」に
区
分
さ
れ
ま
す
。

一
時
に
損
金
に
計
上
さ
れ
る「
修
繕
費
」に
区
分
さ
れ
ま
す
。

　

資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
基
本
的
考
え
方
を
整
理
し
、
修

　

資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
基
本
的
考
え
方
を
整
理
し
、
修

理
、
改
良
等
の
た
め
に
支
出
し
た
金
額
を
合
理
的
に
区
分
で

理
、
改
良
等
の
た
め
に
支
出
し
た
金
額
を
合
理
的
に
区
分
で

き
る
よ
う
、
そ
の
基
準
と
判
定
方
法
を
み
て
い
き
ま
す
。

き
る
よ
う
、
そ
の
基
準
と
判
定
方
法
を
み
て
い
き
ま
す
。

新たな減価償却資産の
取得として減価償却に
よって費用配分

その資産の取得価額に
加算し、減価償却に
よって費用配分

平成19年４月１日
以後に行ったもの※

平成19年３月31日
以前に行ったもの

支出時の損金算入

【図】資本的支出と修繕費の基本的考え方（原則）

※　平成 19 年 3月 31 日以前に取得した減価償却資産に資本的支出を行った場合は、資本的支出に係る金額を
　その減価償却資産の取得価額に加算することができます。

その資産の使用可能期
間を延長させる部分

その資産の価値を
増加させる部分

通常の維持管理及び
原状回復の支出

修
繕
費

資
本
的
支
出

修
理
改
良
等
支
出



3─ 3月号

は
け
を
良
く
す
る
た
め
に
行
う
砂

利
、
砕
石
等
の
敷
設
に
要
し
た
費

用
の
額

４　

形
式
基
準
に
よ
る
判
定

　

資
本
的
支
出
と
修
繕
費
の
区
分
は

実
務
上
困
難
な
場
合
が
多
い
た
め
、

計
算
の
簡
便
性
を
考
慮
し
て
、
下
記

【
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
】
に
記
載
の
形
式

基
準
に
よ
る
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
中
、
修

理
改
良
等
支
出
が
20
万
円
未
満
か
ど

う
か
は
、
一
つ
の
計
画
に
基
づ
く
同

一
の
固
定
資
産
へ
の
支
出
額
の
合
計

額
で
判
断
し
ま
す
。

５　

ま
と
め

　

修
理
改
良
等
支
出
が
資
本
的
支
出

に
当
た
る
か
、
修
繕
費
に
当
た
る
か

の
判
断
は
、
修
繕
費
や
改
良
費
な
ど

支
出
の
名
目
に
よ
っ
て
判
断
す
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
実
質
に
よ
っ
て
判

断
し
ま
す
。

　

請
求
書
や
見
積
書
を
精
査
す
る
こ

と
は
も
と
よ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は

支
出
対
象
と
な
っ
た
現
場
を
実
地
に

確
認
す
る
な
ど
し
て
実
態
を
把
握
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

【フローチャート】資本的支出と修繕費の形式基準による判定

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

修理改良等支出

20 万円未満か

周期がおおむね 3年以内か

明らかに価値を高めるもの
又は耐久性を増すものか

通常の維持管理の
ためのものか

災害等によりき損したものを
原状回復するためのものか

60 万円未満か

前期末の取得価額の
10％以下か

災害に伴って支出したものか

割合区分による方法を
採用しているか

資本的支出か

実質により判定

資本的支出 修繕費

資本的支出

割合区分による方法を
採用しているか

・支出額の30％　　　　　いずれか少ない 
・前期末取得価額の10％　金額A
　支出金額－修繕費A 支出金額の 30％相当額 

支出金額の 70％相当額

修
繕
費

いいえ

いいえ
いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

【参考資料】
国税庁
タックスアンサー
No.5402　修繕費と
ならないものの判定



3 月号─4

■□□□□
　海外旅行に行って外国製たばこを買
ってきたとき、紙巻たばこは何本まで
税関で税金がかからないでしょうか？
①　100本
②　200本
③　400本

【解説】 �
　海外旅行の楽しみの1つに免税店での買
い物があります。昨今は円安ですが、物価
水準が日本より低くリーズナブルに買い物
を楽しめる国も多くあります。たばこやお
酒、ブランド品など、日本で買うとたばこ
税や酒税に加えて消費税もかかりますが、
免税店ではこれらの税金はないので安価で
購入でき、海外から日本に持ち込む際は、
一定の範囲で関税等が免税となります。
　入国者1人当たりの免税の範囲は、たば

こでは、紙巻たばこは200本（1カートン）、
加熱式たばこも10箱（200本相当）、お酒
はアルコール度数や種類に関係なく1本
760㎖のボトルが3本、香水は2オンス（約
56㎖）までです。ハンドバッグなどその他
の品目は合計20万円までが免税です。
　この免税範囲を超えた時の税率ですが、
たばこは1本当たり15円と割高です。お
酒は種類によって異なりますが、たばこと
違って税金はそれほど高くありません。例
えば、ワインはどれだけ高級なワインでも
1ℓ当たり200円の税金しかかかりません。
　冒頭のクイズで400本と答えた方もお
られると思います。そうです、令和3年9
月までは400本でした。しかし、同年10
月から200本に変更されています。せっか
く免税で安く買ったのに、この変更を知ら
ないで日本に2カートンを持ち込んだ場合、
1カートン分は3,000円（200本×15円）
の税金がかかりますので注意してください。
�  正解は、②200本でした。
� （出典:税関ホームページ）

税 金 ク イ ズ金 ク イ ズ

　
相
続
人
で
あ
る
A
は
、
父
の
死
亡

後
、
父
の
所
得
税
の
準
確
定
申
告
書

を
提
出
し
、
所
得
税
の
還
付
金
25
万

円
を
受
け
取
り
ま
し
た
。
こ
の
還
付

金
は
、
父
が
亡
く
な
っ
た
後
に
手
続

を
し
て
支
払
わ
れ
た
も
の
で
す
が
、

相
続
財
産
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

　
還
付
請
求
権
は
、
被
相
続
人
の
死

亡
後
に
発
生
す
る
と
し
て
も
、
被
相

続
人
の
潜
在
的
な
請
求
権
が
被
相
続

人
に
帰
属
し
て
お
り
、
こ
れ
が
被
相

続
人
の
死
亡
に
よ
り
顕
在
化
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
請
求
権

に
基
づ
い
て
還
付
金
を
受
け
取
っ
た

場
合
は
、
相
続
税
の
課
税
対
象
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
や
介
護
保
険
料
の
還
付
金
な

ど
も
相
続
財
産
に
該
当
し
ま
す
。

　
な
お
、
被
相
続
人
の
所
得
税
の
準

確
定
申
告
で
納
付
す
る
こ
と
と
な
る

所
得
税
は
、
相
続
財
産
の
価
額
か
ら

差
し
引
く
債
務
と
な
り
ま
す
。

被
相
続
人
の
準
確
定
申
告

に
係
る
還
付
金
等

　開業して間もない個人事業者は、売上や
仕入、経費を集計するのに精一杯で、「そ
ういえば数年前に購入したパソコンや自家
用車を仕事にも使っているのに、これらの
減価償却費の計上を忘れた」というケース
もあります。どうしたらよいでしょうか。
　法人の場合は任意償却といって、今事業
年度は減価償却をしないという選択もあり、
その場合は簿価が据え置かれ、翌事業年度
以降に限度額の範囲で償却していきます。
しかし、個人の場合は強制償却といって、
限度額となる金額を毎年必ず減価償却する
こととされ、過年度分も減価償却したもの
として未償却残高が減っていきます。
　したがって、減価償却をやり忘れていた
ら、今年2年分の償却費を計上するとか、
今年から償却を始めるとかはできず、更正
の請求という手続き（5年間有効）により、
税金の還付を求めることになります。

KEY WORDKEY WORD  ��   
個人事業者が減価償却を 個人事業者が減価償却を 
やり忘れていたらやり忘れていたら


